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船舶事故調査報告書 

 

平成２８年５月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１月９日 １２時１０分ごろ 

発生場所 愛媛県愛南
あいなん

町コデ島北岸 

 伊予鹿
か

島灯台から真方位２３８°１.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５５.７′ 東経１３２°２５.５′） 

事故の概要  漁船第六十一若宮
わかみや

丸は、南南東進中、コデ島北岸に乗り揚げた。 

 第六十一若宮丸は、球状船首部に亀裂を伴う凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第六十一若宮丸、４９５トン 

 １３３０２０、株式会社海昇
かいしょう

（船舶所有者）、株式会社マリン若宮

（船舶借入人）（以下「Ａ社」という。） 

 ６３.７０ｍ×９.６０ｍ×４.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成５年１月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３４歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２３年１２月１９日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２６年３月７日 

免状有効期間満了日 平成２８年１２月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首部及び船首船底部外板に亀裂を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 波高約１.５ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、活魚を積載し、船長が単独の船

橋当直につき、船橋右舷側に置いた椅子に腰を掛けた姿勢で、自動操

舵により約１０ノットの対地速力で愛南町鹿島西方沖を南南東進し

た。 

本船は、同じ針路及び速力で航行中、船長が眠気を感じたものの、

これまで当直中に居眠りをしたことがなかったので、まさか居眠りす

るとは思わず、椅子に腰を掛けた姿勢で当直を続けるうち、いつしか

居眠りに陥り、平成２８年１月９日１２時１０分ごろ、コデ島北岸に
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乗り揚げた。 

船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、浸水及び油の流出がないことを確

認した後、本事故の発生を海上保安庁及びＡ社に連絡した。 

本船は、Ａ社が手配したタグボートで引き下ろされ、愛媛県八幡浜
や わ たは ま

市の造船所で応急修理を行い、その後、愛媛県今治市の造船所で修理

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の本事故時の喫水は、船首約４.２ｍ、船尾約５.６ｍであっ

た。 

船長は、本事故発生場所付近の航行経験が豊富であった。 

船長は、本船の船橋当直体制を４時間交替の単独当直とし、航海計

画に合わせて、当直時間帯を変更していた。 

本事故発生２日前から本事故発生日までの船長の就労（入出港操船

を含む船橋当直及び活魚の積込み作業）状況は、次のとおりであっ

た。 

 ① ７日：１５時ごろ愛媛県宇和島市宇和島港を空船で出港した

後、２時間船橋当直に従事していた。 

 ② ８日：船橋当直と活魚の積込み作業に合計８時間従事してい

た。 

 ③ ９日：０２時から０６時まで休息した以外、本事故発生までの

間、船橋当直と活魚の積込み作業に従事していた。 

本船には赤外線センサー方式の船橋航海当直警報装置が設置され、

１０分間、操舵スタンド後方に人体を感知しないと警報を発するよう

設定されていたが、本事故時は警報を発する前に本船が乗り揚げた。 

船長は、宇和島市小池を出港後、椅子に腰を掛けたり、立って操舵

スタンド後方に移動したりを繰り返しながら、船橋当直を行ってい

た。 

船長は、転針予定場所の手前１.５Ｍ付近までの記憶はあると本事

故後に思った。 

船長は、本船が予定針路線の右側にあるコデ島北岸に乗り揚げたの

は潮流の影響によるものではないかと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時の体調はふだんどおりであり、本船の周囲に他

船がいなかったから安心したのか、なぜ居眠りしたのか、よく覚えて

いないと本事故後に思った。 

船長は、眠気を感じたときに、他の乗組員を呼んで、２人で船橋当

直をすればよかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

なし 
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 判明した事項の解析 本船は、鹿島西方沖を南南東進中、船長が居眠りに陥ったことか

ら、転針予定場所を通過し、コデ島北岸に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、眠気を感じた際、これまで当直中に居眠りをしたことがな

かったので、まさか居眠りするとは思わず、椅子に腰を掛けて当直を

続けていたことから、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、鹿島西方沖を南南東進中、船長が居眠りに陥っ

たため、転針予定場所を通過し、コデ島北岸に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考 

 

船長は、本事故後、船橋航海当直警報装置の設定時間を１０分から

７分に変更する措置をとった。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・眠気を感じたら、椅子から降りて、外気に当たるなどして眠気を

払拭すること。眠気を払拭できないときには、２人で船橋当直を

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 


